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入 札 説 明 書 

 

この入札説明書は、平成２９年３月１０日付けであいち電子調達システムにより公告した一般競

争入札（以下「入札」という。）に関する説明書です。 

 

この入札を次のとおり実施する。 

１ 一般競争入札に付する事項等 

（１）調達案件の名称及び数量 

あいち小児保健医療総合センター院内保育所運営業務委託 一式 

（２）調達案件の仕様等 

別紙契約書及び仕様書のとおりとします。 

（３）履行期間 

平成29年6月1日から平成32年5月31日まで 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

（４）履行場所 

あいち小児保健医療総合センター 

大府市森岡町七丁目 426番地 

（５）入札方法 

ア この入札は、あいち電子調達共同システム（物品等）のサブシステムである電子入札シス

テム（以下「電子入札システム」という。）により実施するため、電子署名及び認証業務に

関する法律（平成12年法律第102号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う

者が発行した電子証明書又は商業登記法（昭和38年法律第125号）に基づき登記官が作成し

た電子証明書のうち、一般財団法人日本建設情報総合センターが提供する電子入札コアシス

テムに対応した証明書を格納しているカード（以下「ＩＣカード」という。）が必要です。 

電子入札システムによりがたい場合は、事前に県の承認を得て、紙による入札書の提出に

より入札に参加することができます。 

イ 詳細な入札方法は、愛知県病院事業庁物品等電子調達実施要領（平成21年４月１日施行）

によるものとします。 

アドレス http://www.pref.aichi.jp/0000043830.html 

ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する金額

を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札

書に記載してください。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

次のいずれにも該当する者とします。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）この公告の日から開札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団

排除に関する合意書」（平成24年６月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）１(1)
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アに規定する調達契約からの排除措置を受けていない者であること。 

（３）物品の製造等に係る愛知県競争入札参加資格者名簿（平成２８年４月～平成３０年３月）「03.

役務提供等」のうち、「16.その他の業務委託等」中「99.その他」に登録されている者である

こと。 

（４）この公告の日から開札の日までの期間において、病院事業庁が発注する物品の製造・販売、

物品の買受け及び役務の提供等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。 

（５）病院内保育所の良好な運営実績が１年以上あり、かつ、病院内保育所の２４時間保育又は夜

間保育の良好な運営実績が１年以上あり、現在も継続していること。 

 

３ 現地見学の実施 

  必要に応じて次のとおり現地見学会を実施します。 

（１）参加申込 

ア 提出書類 

  現地見学参加申込書（別紙） 

  イ 提出期限 

    平成２９年３月１５日（水）午後５時まで 

  ウ 申し込み方法 

    ＦＡＸで「提出場所」へ送信するとともに、確認のため電話連絡をお願いします。 

    また、事前申し込みのない場合は、現地見学への参加は出来ません。 

（２）見学日時等 

  ア 日時 

    平成２９年３月１７日（金）のセンターが指定する時間 

  イ 集合場所 

    あいち小児保健医療総合センター３階事務部 

  ウ 見学場所 

    あいち小児保健医療総合センター院内保育所 

  エ 参加人員 

１事業者につき２名までの参加とします。 

なお、参加者は、必ずセンター職員の指示に従ってください。また、カメラ等での撮影は

禁止します。 

 

４ 競争入札参加者に要求される事項 

入札に参加しようとするものは、競争入札参加資格確認申請書を電子入札システムにより提出す

るとともに、２の資格を有することを証明する書類（以下「証明書類」という。）は持参又は郵送

により提出しなければなりません。なお、提出した書類について説明を求められたときは、これに

応じなければなりません。 

 提出された競争入札参加資格確認申請書及び証明書類を審査した結果、当該調達案件を請け負う

ことができると認められた者に限り、落札の対象とします。 

（１）提出期間 

  平成２９年３月１０日（金）午前９時から平成２９年３月１７日（金）午後５時まで 
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（２）提出場所 

あいち小児保健医療総合センター事務部事業グループ 

大府市森岡町七丁目426番地（郵便番号４７４－８７１０） 

電 話 ０５６２－４３－０５００（代表） 

ＦＡＸ ０５６２－４３－０５０２ 

 

５ 入札書について 

（１）入札書の提出期間 

平成２９年３月２８日（火）午前９時から平成２９年３月２９日（水）午後５時まで 

電子入札システムの稼動時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年１月３日までの日以外の午前８時から午後

８時までです。 

また、別紙入札内訳書を作成し、電子入札システムにより入札書に添付して提出してくださ

い。 

（２）開札の日時及び場所  

平成29年3月30日(木)午前11時 

あいち小児保健医療総合センター事務部会計グループ 

（３）再度入札 

開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときに、電子入札システムにより再度入

札を行いますので、下記のとおり入札書を提出してください。この場合、再度入札に参加でき

る者は、１回目の入札に参加した者で、入札書が無効となった者以外のものとします。 

（４）再度入札の受付期間（１回目） 

平成29年3月30日(木) 午後1時から午後3時まで 

（５）再度入札の開札予定日時（１回目） 

   平成29年3月30日（木）午後4時30分 

（６）再度入札の受付期間（２回目） 

   平成29年3月31日（金）午前10時から正午まで 

（７）再度入札の開札予定日時（２回目） 

   平成29年3月31日（金）午後2時 

（８）入札不調 

入札不調の場合は、電子入札システムの不調通知書により通知するものとします。 

なお、最低の価格をもって申し込みをした者を随意契約の相手方とし協議を行う場合があり

ます。 

（９）問合せ先 

前記４（２）に同じ。 

 

６ その他 

（１）契約の手続において使用する言語及び通貨  

日本語及び日本国通貨に限ります。  

（２）入札保証金  
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入札に参加しようとする者は、契約希望金額に予定数量を乗じた金額の100分の５以上の金

額の入札保証金（愛知県病院事業庁財務規程（平成16年愛知県病院事業庁管理規程第25号。以

下「財務規程」という。）第145条に定める入札保証金に代わる担保を含む。）を開札期日ま

でに納めなければなりません。ただし、財務規程第144条の規定により、全部又は一部の納付

を免除されたときは、この限りではありません。  

（３）入札の無効  

財務規程第142条（入札の無効）の規定に該当する入札及びＩＣカードを不正に使用して行

った入札は、無効とします。 

（４）契約書作成の要否  

 要 

（５）競争入札参加者に要求される事項  

入札に参加しようとする者は、調達案件ごとに、２(5)の資格を有することを証明する書類

（以下「証明書類」という。）を平成２９年３月１７日（金）午後4時までの間にシステムに

より提出しなければなりません。なお、提出した書類について説明を求められたときは、これ

に応じなければなりません。 

提出された証明書類を審査した結果、当該調達案件を請け負うことができると認められた者

に限り、落札の対象とします。 

（６）契約の内容に関する質問の受付 

契約の内容に関する質問がある場合は、平成29年3月17日（金）午後5時までに電子入札シス

テムにより行うこと。質問及び回答（質問者の名称、連絡先等を除く。）は、質問締め切り後、

電子入札システムにより全員に対して通知します。 

（７）落札者の決定方法  

ア 財務規程第１４７条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格

をもって有効な入札を行なった者を落札者とします。ただし、当該最低価格をもって有効な

入札を行なった者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がな

されないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を

乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の

制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行な

った者を落札者とします。 

イ 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、抽選により落

札者を決定します。 

ウ 開札の結果、落札とならなかった場合は、再度入札を行います。なお、再度入札回数は２

回を限度とします。 

（８）契約の締結  

開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「合意書」１（７）アに規定する

排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとします。 

（９）損害の賠償  

暴力団等の排除措置により生ずる損害の賠償について、「合意書」１（７）アに規定する排

除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがあります。 

（10）妨害等に対する報告義務等  
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契約の履行に当たり、妨害等を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察への被害

届を提出しなければなりません。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約

若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがあります。  

（11）契約書の作成  

競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとし

ます。 

（12）契約保証金 

契約を締結しようとする者は、財務規程第115条（契約保証金）の規定により、契約金額の

100分の10以上の金額の契約保証金を契約締結期日までに契約担当者に納めなければなりませ

ん。 

ただし、財務規程第116条（契約保証金の納付の免除）の規定により、全部又は一部の納付

を免除されたときは、この限りでありません。 

（13）その他 

ア 当該入札参加者及び当該契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて

当該入札参加者又は当該契約の相手方の負担とします。 

イ この入札説明書において、特別の定めのない事項については、「入札心得」、その他関係

法令の規定によること。 

 

 

 


